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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基

づき，株式会社函館国際貿易センターを対象として，財政援助団体等監

査を実施したので，その結果を同条第９項の規定により，別紙のとおり

公表する。
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平成３０年度 財政援助団体等監査結果報告書

１ 監査の対象団体および所管部局

対象団体 株式会社函館国際貿易センター

所管部局 港湾空港部

２ 監査の対象

公の施設の指定管理者監査

平成２９年度における港町ふ頭コンテナヤード施設の管理に係る出

納その他の事務

３ 監査の期間

平成３０年８月３１日から平成３０年１１月１３日まで

４ 監査の実施内容

監査にあたっては，上記事務が適正に執行されているかについて，

都市監査基準に基づき，諸帳簿等関係書類の検査のほか，関係職員か

らの聴取および現地調査を行った。

なお，監査の主な着眼点は次のとおり。

（１）所管部局関係

ア 指定管理者の指定は適正かつ公正に行われているか。

イ 指定管理者の管理に関する協定等の締結は適正に行われている

か。

ウ 指定管理者の管理に関する経費の算定，支出の方法，時期，手

続等は適正か。

エ 事業報告書の点検は適切になされているか。

オ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め，調査し，また

は指示を行っているか。

（２）指定管理者関係

ア 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。
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イ 利用料金の設定等は適正になされているか。

ウ 施設の管理に係る会計経理は適正になされているか。また，他

の事業との会計区分は明確になっているか。

エ 施設の管理に係る出納関係帳簿の整備，記帳は適正か。また，

領収書等証拠書類の整備，保存は適切か。

オ 施設は関係法令等の定めるところにより適切に管理されている

か。

５ 監査の結果

監査の対象とした事務について，次のとおり改善を要する点が見受

けられた。

（１）指摘事項

港町ふ頭コンテナヤード施設業務処理要領において，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７項に基づく事業報

告書に事業収支状況などを記載し提出するよう定めているが，記載

された事業収支状況は収支計画書の経費区分と異なっているため，

当該年度収支計画書との対比や当該年度内の経理の正確性，さらに

は事業計画書に基づく業務となっているかなどの確認が十分に実施

されていなかったことから，提出資料の内容確認はもとより，指定

管理者制度におけるモニタリングに関する指針（平成２１年５月策

定）が求める業務実施確認に基づく評価，指導および指示などを所

管部局において確実かつ的確に行うよう徹底し，適切な施設管理に

努められたい。


